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資料出所：厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」（平成20年10月） 
（注） １「身分に基づく在留資格」には、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」が該当する。 
 ２「専門的・技術的分野の在留資格」には、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、　「医療」、 
 「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」が該当する。 

在留資格別外国人労働者の割合 

専門的・技術的分野の 
在留資格（注2） 
84,878人 
17.5%

特定活動 
94,769人 
19.5%

資格外活動 
70,833人 
14.6%

身分に基づく在留資格（注1） 
223,820人 
46.0%

外国人労働者数 
486,398人 

詳細データ

①　外国人労働者の雇用状況の把握 

○　改正雇用対策法による外国人雇用状況の届出制度（外国人の雇入れ、離職の際に事業主が外国人労働者の雇用状
況をハローワークに届出）の実施（平成19年10月1日施行） 

②　外国人求職者等に対する適切な対応 

○　専門的・技術的分野における外国人労働者の就職促進（外国人雇用サービスセンター等を拠点として全国ネット
で対応（東京、大阪、愛知、福岡）） 

　・在留資格、希望・能力に応じた職業相談・紹介、情報提供を実施 
　・留学生に対する総合的な就職支援の実施（留学生向け求人の開拓、大学との連携による就職ガイダンス、留学生
向けインターンシップの実施） 

 
○　身分に基づき在留する日系人等の安定的な就労促進（「日系人集住地域のハローワーク等」） 
　・日系人集住地域のハローワーク（9カ所）において、日系人就職促進ナビゲーターの担当制による個別支援の実施 
　・きめこまかな職業相談等を通じ、安定的な就労を促進 
　・不就学又は不就労の若年日系人に対する職業ガイダンス等の実施 
○　日系人に対する機動的な雇用対策 
　・通訳・相談員の配置増など機動的な相談・支援機能の強化 
　・我が国で引き続き就労することを希望する日系人に対する日本語能力を含む就労準備研修の実施 
　・帰国を希望する日系人離職者に対する家族を含む帰国支援事業の実施 

③　事業主への啓発指導、雇用管理援助等の推進 

○　事業主に対する雇用管理改善指導の実施 
　・「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に基づく指導等 
　・外国人雇用管理セミナーの開催による集団指導・情報提供の実施 
　・日系人を多数雇用する事業主を中心に相談・指導を実施 

④　適正就労の推進等 

○　不法就労への実効ある対処 
　　不法就労外国人対策等に係る連絡会議等を通じた関係行政機関との連携 
○　上記①の雇用状況届出制度を通じ、事業主が在留資格等を確認すること等による不法就労の防止 
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外国人雇用対策の体系 概　　要

外国人雇用対策




